
令和８年度みなかみ町浄化槽設置整備費補助金制度について 

 

１．補助対象 

【補助対象者】 

みなかみ町住民基本台帳に登録された者又は登録されることが確実であると認められる

者、旧水上中部地区において浄化槽を新設又は転換設置する者、町長が環境保全上特に必要

と認めた者 

【補助対象地域】＊事前にご確認ください 

（１） 下水道法第４条第１項の認可又は同法第２５条の１１第１項の認可を受けた事業計

画に定められた予定処理区域（以下「下水道事業計画区域」という。）以外の地

域。ただし、下水道事業計画区域内であっても、下水道の整備が当面見込まれない

区域は補助の対象とする。 

（２） 浄化槽設置整備事業実施要綱（平成6年10月20日付け衛浄第65号厚生省生活衛生局水

道環境部長通知）第３（１）イに該当する地域 

（３） 地域し尿処理施設及び農業集落排水処理施設等の生活排水処理施設による処理をし

ようとする区域以外の地域（以下「施設整備区域」という。）以外の地域。ただ

し、施設整備区域であっても、施設の整備が当面見込まれない区域は補助の対象と

する。 

（４）その他特に町長が必要と認めた地域 

【補助対象浄化槽】環境配慮型の５０人槽以下の合併処理浄化槽 

【補助対象の除外】 

（１）建築基準法及び浄化槽法に基づく申請や届出を行わずに設置する者 

（２）販売目的で浄化槽付きの住宅を建築する者（居住の目的で当該住宅を購入し、維持管

理する者は、事前に建築者がその設置する浄化槽について、補助対象になる浄化槽で

あることを事前に確認した場合は、建築者に変わり補助金の申請対象になることが出

来ます。） 

（３）町税、国保税、水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金、下水道受益者分担金

及び町営住宅家賃等を完納していない者 

（４）住宅等を借りている人で、賃貸人の承諾を得られない者 

（５）補助事業期間内に浄化槽の設置が完了できない者 

（６）過去にこの補助金を受けた者であって、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年

度の４月１日から起算して１５年を経過していない者 

（７）その他町長が不適当と認める者 

 
２．補助金額（限度額） 
「新設」 

５人槽         ４１４，０００円 
７人槽         ４７４，０００円 
１０人槽～５０人槽  ６６０，０００円 
 

「転換」 
５人槽         ４１４，０００円 
７人槽         ４７４，０００円 



１０人槽～５０人槽  ６６０，０００円 
 
＊対象経費を考慮し、上記補助金額を予算の範囲内で交付します。 
 

３．申請方法 
申請書類は、上下水道課上下水道係に提出して下さい。（遅くても着工予定１週間前） 

必ず交付決定を受けてから着工して下さい。郵送等による書類提出は受付できません。 
＊提出された書類を審査後に補助金交付の可否が決定されます。 
 

４．交付申請（提出部数１部） 
（１）補助金交付申請書 

（２）浄化槽設置届出書の写し（審査機関を経由したもの） 

建築確認書の写し（確認済証、確認申請書〈第１面～第５面〉） 

浄化槽仕様書の写し 

（３）環境保全に関する誓約書の写し（知事宛） 

（４）設置場所の案内図 

（５）建物平面図及び配置図 

（６）土地や住宅等を借りている者は、所有者の承諾書 

（７） 瑕疵担保に関する誓約の記載されている浄化槽工事請負契約書の写し又は工事に係

る浄化槽工事業者の瑕疵担保に関する誓約書の写し 

（８）登録証写し（浄化槽登録要領第6条第1項） 

（９）認定書写し（建築基準法第68条の26第1項） 

(10) 認定書写し（浄化槽法第16条第1項） 

（11）型式適合認定書写し（建築基準法第68条の10第1項）＊ブロワーの定格出力がわかる

部分を含む    

（12）登録浄化槽管理票Ｃ票（全国浄化槽推進市長村協議会）※10人槽以下の場合 

（13）浄化槽保証登録証市町村用（一社）群馬県浄化槽協会）※10人槽以下の場合 

（14）浄化槽設備士免状等の写し（昭和６２年以前に浄化槽設備士になった人は、小規模合

併浄化槽施工技術特別講習会の修了証の写しも必要） 

（15）滞納（未納）状況確認書（町外在住者の場合は住所地の市区町村で発行される税完納

証明書又は同様の証明書） 

(16) 住所移転に関する誓約書(申請者とみなかみ町で1部づつ保管) 

(17）合併処理浄化槽に関する確認書(申請者とみなかみ町で1部づつ保管) 

(18) 見積書の写し（合併処理浄化槽購入費及び設置工事費） 

（19）委任状（申請を業者に代行させる場合等） 

(20) PC板関連書類【PC板使用時の場合】 

（21）既設の単独浄化槽等の埋設状況がわかるもの【転換の場合】 

(22) 既設の単独浄化槽等の撤去費見積書の写し【転換の場合】 

(23) その他必要と認める書類 

(24)工事着工届(交付決定後に提出) 

＊転換設置の場合 

 単独処理浄化槽及び汲み取り便槽から合併浄化槽へ転換をする場合で、転換設置として

補助を受ける場合、必ず交付決定後に撤去等をしてください。 

 



＊ＰＣ板使用予定の場合 

【ＰＣ板使用時に写真を撮影すること】 

（1） 製品全体の寸法・板厚、製造番号等が確認できる写真 

（2） 基礎砕石等・捨てコン・敷きモルタルが使用されていることが確認できる写真 

（3） 設置後の水平が取れている事が確認できる写真 

 

【下記書類を補助金申請時に提出すること】 

①セメント試験成績表 ②セメント骨材試験成績 ③製品配筋図 ④鋼材検査証明 ⑤安

定計算書 

＊水路や側溝に処理水を放流する場合 

（１）環境保全に関する誓約書（みなかみ町長宛） 

（２）確認書（区長・農事組合長） 

※処理水を町や県等の所有物へ放流する場合は、占用許可が必要になります。必ず補助

金申請の前に占用許可申請をして許可を受けて下さい。(補助金申請時は、許可証の

写しが必要です。) 

 

＊申請内容に変更が生じた場合 

 申請内容を変更する場合は、必ず事前に連絡の上、変更等承認申請書(様式第３号)に変更

内容を示す書類を添付し申請してください。 

（工事着工前に申請し、承認の決定を必ず受けてください） 

 

５．実績報告（提出部数１部） 

（１）実績報告書 

（２）浄化槽設置工事の工程写真（全行程をもれなく撮影。） 

（３）浄化槽保守点検事業者・浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し 

（４）浄化槽法定検査（第７条）依頼書の写し 

（５）浄化槽工事チェックリスト 

（６）「浄化槽使用開始届出書」の写し 

（７）領収書（写し） 

（８）補助金交付請求書(補助金確定通知後) 

（９）通帳の写し（口座番号及び口座名義カナが確認できる部分の写し） 

（10）その他必要と認める書類 

 

【転換の場合は下記の書類も提出して下さい。】 

（1）「浄化槽使用廃止届出書」の写し（くみ取り槽の場合は必要なし） 

(2) 既設し尿処理施設のマニフェストの写し 

（3）浄化槽設置に係る工事写真 

①単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去処分する場合 

(ア)既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の埋設状況 

(イ)撤去後の掘削状況 

(ウ)撤去物を積載した運搬車輌（運搬車輌のナンバー、産業廃棄物収集運搬業 

者の会社名、許可番号が写っているもの） 

②単独処理浄化槽又はくみ取り槽を雨水貯留槽として再利用する場合 



(ア)既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の埋設状況 

(イ)雨水貯留槽等への改造を確認できるもの 

③単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去できない場合 

(ア)既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の埋設状況 

(イ)撤去できない状況がわかるもの 

 

６．実績報告書提出期限 

設置工事終了後３０日以内または当該年度の３月第１金曜日までに提出 

 

７．留意事項 

（ １ ）交付申請は、必ず浄化槽工事着工前に余裕を持って行ってください。 

（ ２ ）必要に応じて着工前・施工途中において現場にて確認を行います。 

（ ３ ）群馬県に浄化槽工事の登録している工事店及び浄化槽設備士が施工管理してくださ

い。 

（ ４ ）流末については、農業用水路等の確認を事前に実施し、占用申請など必要な手続き

をしてください。 

（ ５ ）枡はすべてインバート枡を設置してください。 

（ ６ ）ＰＣ板を使用し施工する場合は事前に関係書類を提出のうえ必ず上下水道課と協議

してください。また、捨てコンは省略不可としています。 

※水平出しの写真を添付 

（ ７ ）掘削工事の際、崩落の可能性があるため必要に応じ土留めをしてください。湧水が

ある場合、土留めと合わせて水替えを行い、施工してください。 

（ ８ ）嵩上が３０㎝以上となる場合、ピット工事をおこなってください。 

（ ９ ）駐車場仕様とする場合や、建物の基礎から浄化槽の深さ分離れた場所に設置できな

い場合など、浄化槽の側面や上部に荷重がかかる場合は必要に応じ補強工事を行い、

防護措置を図ってください。 

（１０）申請時に提出した配置図に変更が生じた場合は速やかに手続きしてください。 

（１１）申請書類の不備(遅延)や工程写真に不足がある場合には、補助金の交付が認められ

なかったり、交付決定を取り消す場合がありますのでご注意ください。 

（１２）関係法令の遵守のほか、メーカーから公開されている施工要領書を事前に確認のう

え、工事着工するようにしてください。 

（１３）その他不明な点等ある場合、上下水道課と協議してください。 

 

  

【問い合わせ先】みなかみ町役場 上下水道課 上下水道係  

☎ ０２７８（２５）５００３ FAX ０２７８（２０）２００３ 

 


